
１ 子ども・子育て支援法 

 

平成 24年法律第 65号   

 

第三章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援

施設等  

第一節 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者  

第一款 特定教育・保育施設 

 

第三十一条（省略） 

 

（特定教育・保育施設の確認の変更） 

第三十二条 特定教育・保育施設の設置者は、利用定員（略）を増加しようとするときは、あ

らかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該特定教育・保育施設に係る第二十七条第一

項の確認の変更を申請することができる。 

２ （省略） 

３ （省略） 

 

第三十三条～第三十四条（省略） 

 

（変更の届出等） 

第三十五条 特定教育・保育施設の設置者は、設置者の住所その他の内閣府令で定める事項に

変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届

け出なければならない。 

２ 特定教育・保育施設の設置者は、当該利用定員の減少をしようとするときは、内閣府令で

定めるところにより、その利用定員の減少の日の三月前までに、その旨を市町村長に届け出

なければならない。 

 

（確認の辞退） 

第三十六条 特定教育・保育施設の設置者は、三月以上の予告期間を設けて、 当該特定教育・

保育施設に係る第二十七条第一項の確認を辞退することができる。 

 

第三十七条～第四十二条（省略） 

 

第二款 特定地域型保育事業者 

 



第四十三条（省略） 

 

（特定地域型保育事業者の確認の変更） 

第四十四条 特定地域型保育事業者は、利用定員（略）を増加しようとするときは、あらかじ

め、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育事業者に係る第二十九条第一項の

確認の変更を申請することができる。 

２ （省略） 

 

第四十五条～第四十六条（省略） 

 

（変更の届出等） 

第四十七条 特定地域型保育事業者は、当該特定地域型保育事業所の名称及び所在地その他内

閣府令で定める事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、

その旨を市町村長に届け出なければならない。 

２ 特定地域型保育事業者は、当該特定地域型保育事業の利用定員の減少をしようとするとき

は、内閣府令で定めるところにより、その利用定員の減少の日の三月前までに、その旨を市

町村長に届け出なければならない。 

 

（確認の辞退） 

第四十八条 特定地域型保育事業者は、三月以上の予告期間を設けて、当該特定地域型保育事

業者に係る第二十九条第一項の確認を辞退することができる。 

 

第四十九条～第五十四条（省略） 

 

第三款 業務管理体制の整備等 

 

（業務管理体制の整備等）  

第五十五条 特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者（以下「特定教育・保育

提供者」という。）は、第三十三条第六項又は第四十五条第六項に規定する義務の履行が確

保されるよう、内閣府令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。 

２ 特定教育・保育提供者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、内

閣府令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。 

一 その確認に係る全ての教育・保育施設又は地域型保育事業所（その確認に係る地域型保

育の種類が異なるものを含む。次号において同じ。）が一の市町村の区域に所在する特定

教育・保育提供者 市町村長 

二 その確認に係る教育・保育施設又は地域型保育事業所が二以上の都道府県の区域に所在



する特定教育・保育提供者 内閣総理大臣 

三 前二号に掲げる特定教育・保育提供者以外の特定教育・保育提供者 都道府県知事 

３ 前項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者は、その届け出た事項に変更があっ

たときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出を行った同項各号

に定める者（以下この節において「市町村長等」という。）に届け出なければならない。 

４ 第二項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者は、同項各号に掲げる区分の変更

により、同項の規定により当該届出を行った市町村長等以外の市町村長等に届出を行うとき

は、内閣府令で定めるところにより、その旨を当該届出を行った市町村長等にも届け出なけ

ればならない。 

５（省略） 

 

第五十六条～第五十八条（省略） 

 

第二節 特定子ども・子育て支援施設等 

 

（特定子ども・子育て支援施設等の確認） 

第五十八条の二 第三十条の十一第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、子ども・

子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者の申請により、市町村長が行う。 

 

第五十八条の三～第五十八条の四（省略）  

 

（変更の届出） 

第五十八条の五 特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援を提供する施設

又は事業所の名称及び所在地その他の内閣府令で定める事項に変更があったときは、内閣府令

で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

 

第五十八条の六（省略） 

  



２ 子ども・子育て支援法施行規則 

 

平成 26年内閣府令第 44号   

 

第二章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援

提供者 

第一節 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者  

第一款 特定教育・保育施設 

 

（特定教育・保育施設の確認の申請等） 

第二十九条 法第三十一条第一項の規定に基づき特定教育・保育施設の確認を受けようとする

者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該確認の申請に係る施設の設置の場

所を管轄する市町村長（特別区の長を含む。以下同じ。）に提出しなければならない。ただ

し、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類（登記事項証明書を除く。）については、

市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限り

でない。 

一 施設の名称、教育・保育施設の種類及び設置の場所 

二 設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 

四 設置者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等 

五 認定こども園、幼稚園又は保育所の認可証又は認定証等の写し 

六 建物の構造概要及び図面（各室の用途を明示するものとする。）並びに設備の概要 

七 法第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分（同項第三号に掲げる小学校

就学前子どもの区分にあっては、満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の

小学校就学前子どもの区分）ごとの利用する小学校就学前子どもの数 

八 施設の管理者の氏名、生年月日及び住所 

九 運営規程 

十 利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 

十二 当該申請に係る事業に係る資産の状況 

十三 法第三十三条第二項の規定により教育・保育給付認定子どもを選考する場合の基準 

十四 当該申請に係る事業に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の請求に関する事項 

十五 法第四十条第二項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約

する書面（第三十三条第二項において「誓約書」という。） 

十六 役員の氏名、生年月日及び住所 

十七 その他確認に関し必要と認める事項 



 

第三十条（省略） 

 

（特定教育・保育施設の確認の変更の申請） 

第三十一条 法第三十二条第一項の規定に基づき特定教育・保育施設の確認の変更を受けよう

とする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更に係る施設の所在地を

管轄する市町村長に提出しなければならない。 

一 施設の名称、教育・保育施設の種類及び所在地 

二 設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 

三 建物の構造概要及び図面（各室の用途を明示するものとする。）並びに設備の概要 

四 法第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分（同項第三号に掲げる小学校

就学前子どもの区分にあっては、満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の

小学校就学前子どもの区分）ごとの利用する小学校就学前子どもの数 

五 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 

六 利用定員を増加しようとする理由 

 

第三十二条（省略） 

 

（特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出等） 

第三十三条 特定教育・保育施設の設置者は、第二十九条第一号（教育・保育施設の種類を除

く。）、第二号、第四号（当該確認に係る事業に関するものに限る。）、第六号、第八号、第九

号、第十四号及び第十六号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項につい

て当該特定教育・保育施設の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。ただし、

同条第四号に掲げる事項（登記事項証明書を除く。）については、市町村長が、インターネ

ットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。 

２ 前項の届出であって、特定教育・保育施設の設置者の役員又はその長の変更に伴うものは、

誓約書を添付して行うものとする。 

 

（特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出） 

第三十四条 法第三十五条第二項の規定による利用定員の減少の届出は、次に掲げる事項を記

載した書類を提出することによって行うものとする。 

一 利用定員を減少しようとする年月日 

二 利用定員を減少する理由 

三 現に利用している小学校就学前子どもに対する措置 

四 法第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分（同項第三号に掲げる小学校

就学前子どもの区分にあっては、満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の



小学校就学前子どもの区分）ごとの減少後の利用定員 

 

第三十五条～第三十八条（省略） 

 

第二款 特定地域型保育事業者 

 

（特定地域型保育事業者の確認の申請等） 

第三十九条 法第四十三条第一項の規定に基づき特定地域型保育事業者の確認を受けようと

する者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該確認の申請に係る事業所の所

在地を管轄する市町村長（同項の規定に基づき確認を受けようとする地域型保育事業を行う

事業所の所在地の市町村以外の市町村（以下この条において「他の市町村」という。）の長

から確認を受けようとする場合には、当該他の市町村の長。以下この節において同じ。）に

提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類（登記事

項証明書を除く。）については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧す

ることができる場合は、この限りでない。 

一 事業所（当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を

有するときは、当該事務所を含む。）の名称及び所在地 

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 

四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等 

五 地域型保育事業の認可証等の写し 

六 事業所の平面図（各室の用途を明示するものとする。）及び設備の概要 

七 満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分ご

との利用する小学校就学前子どもの数 

八 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所 

九 運営規程 

十 利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 

十二 当該申請に係る事業に係る資産の状況 

十三 法第四十五条第二項の規定により満三歳未満保育認定子どもを選考する場合の基準 

十四 当該申請に係る事業に係る地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の請求に関

する事項 

十五 法第五十二条第二項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓

約する書面（第四十一条第二項において「誓約書」という。） 

十六 役員の氏名、生年月日及び住所 

十七 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準（平成二十六年内閣



府令第三十九号）第四十二条第一項及び第二項の規定により連携協力を行う特定教育・保

育施設又は同項に規定する居宅訪問型保育連携施設（別表第一第二号トにおいて「居宅訪

問型保育連携施設」という。）の名称 

十八 その他確認に関し必要と認める事項 

 

（特定地域型保育事業者の確認の変更の申請） 

第四十条 法第四十四条第一項の規定に基づき特定地域型保育事業者の確認の変更を受けよ

うとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更に係る事業所の所在

地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 

一 事業所の名称及び所在地 

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 

三 事業所の平面図（各室の用途を明示するものとする。）及び設備の概要 

四 満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分ご

との利用する小学校就学前子どもの数 

五 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 

六 利用定員を増加しようとする理由 

 

（特定地域型保育事業者の名称等の変更の届出等） 

第四十一条 特定地域型保育事業者は、第三十九条第一号、第二号、第四号（当該確認に係る

事業に関するものに限る。）、第六号、第八号、第九号、第十四号、第十六号及び第十七号に

掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該特定地域型保育事業者

の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。ただし、同条第四号に掲

げる事項（登記事項証明書を除く。）については、市町村長が、インターネットを利用して

当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。 

２ 前項の届出であって、特定地域型保育事業者に係る管理者の変更又は役員の変更に伴うも

のは、誓約書を添付して行うものとする。 

３ 第三十四条の規定は、法第四十七条第二項の規定により特定地域型保育事業の利用定員の

減少をしようとするときについて準用する。この場合において、第三十四条第四号中「法第

十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分（同項第三号に掲げる小学校就学前子

どもの区分にあっては、満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学

前子どもの区分）」とあるのは、「満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小

学校就学前子どもの区分」と読み替えるものとする。 

 

第四十二条～第四十四条（省略） 

 

第三款 業務管理体制の整備等   



 

（法第五十五条第一項の内閣府令で定める基準）  

第四十五条 法第五十五条第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応

じ、当該各号に定めるところによる。 

一 確認を受けている施設又は事業所の数が一以上二十未満の事業者 法令を遵守するた

めの体制の確保に係る責任者（以下「法令遵守責任者」という。）の選任をすること。 

二 確認を受けている施設又は事業所の数が二十以上百未満の事業者 法令遵守責任者の

選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。 

三 確認を受けている施設又は事業所の数が百以上の事業者 法令遵守責任者の選任をす

ること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の

状況の監査を定期的に行うこと。 

（業務管理体制の整備に関する事項の届出）  

第四十六条 特定教育・保育提供者は、法第五十五条第一項の規定による業務管理体制の整備

について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、同条第二項各号に掲げる区分に応

じ、市町村長等に届け出なければならない。  

一 事業者の名称又は氏名、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住

所及び職名 

二 法令遵守責任者の氏名及び生年月日 

三 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要（確認を受けている施設又は事

業所の数が二十以上の事業者の場合に限る。） 

四 業務執行の状況の監査の方法の概要（確認を受けている施設又は事業所の数が百以上の

事業者の場合に限る。） 

２ 特定教育・保育提供者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞な

く、当該変更に係る事項について、法第五十五条第二項各号に掲げる区分に応じ、市町村長

等に届け出なければならない。 

３ 特定教育・保育提供者は、法第五十五条第二項各号に掲げる区分に変更があったときは、

変更後の届書を、変更後の区分により届け出るべき市町村長等及び変更前の区分により届け

出るべき市町村長等の双方に届け出なければならない。 

 

第四十七条～第五十三条（省略） 

 

第二節 特定子ども・子育て支援提供者 

 

（特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等） 

第五十三条の二 法第五十八条の二の規定に基づき特定子ども・子育て支援施設等の確認を受

けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該確認の申請に係る施



設又は事業所の設置の場所を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第四号

に掲げる事項を記載した申請書又は書類（登記事項証明書を除く。）については、市町村長

が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。 

一 施設又は事業所（当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事

務所を有するときは、当該事務所を含む。）の名称、子ども・子育て支援施設等の種類及び

設置の場所 

二 設置者又は申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所

及び職名 

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 

四 設置者又は申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等 

五 認定こども園、幼稚園又は特別支援学校の認可証の写しその他の子ども・子育て支援施設

等であることを証する書類 

六 施設又は事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 

七 法第五十八条の十第二項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓

約する書面（次条第二項において「誓約書」という。） 

八 役員の氏名、生年月日及び住所 

九 その他確認に関し必要と認める事項 

 

（特定子ども・子育て支援提供者の住所等の変更の届出等） 

第五十三条の三 特定子ども・子育て支援提供者は、第五十三条の二第一号（子ども・子育て

支援施設等の種類を除く。）、第二号、第四号（当該確認に係る事業に関するものに限る。）、

第六号及び第八号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該特

定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なけ

ればならない。ただし、同条第四号に掲げる事項（登記事項証明書を除く。）については、

市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限り

でない。 

２ 前項の届出であって、特定子ども・子育て支援施設等である施設の設置者の役員若しくは

その長又は特定子ども・子育て支援施設等である事業を行う者に係る管理者若しくは役員の

変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。 

 

第五十三条の四～第五十三条の六（省略） 

  



３ 児童福祉法 

昭和 22年法律第 164号   

 

第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施施設 

 

第三十四条の三～第三十四条の十四（省略） 

 

（家庭的保育事業等） 

第三十四条の十五  

第１項（省略） 

２ 国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、市町村長の認

可を得て、家庭的保育事業等を行うことができる。 

第３項～第６項（省略） 

７ 国、都道府県及び市町村以外の者は、家庭的保育事業等を廃止し、又は休止しようとする

ときは、厚生労働省令の定めるところにより、市町村長の承認を受けなければならない。 

 

第三十四条の十六～第三十四条の二十一（省略） 

 

（児童福祉施設の設置等） 

第三十五条  

第１項～第３項（省略） 

４ 国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事

の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。 

第５項～第 11項（省略） 

12 国、都道府県及び市町村以外の者は、児童福祉施設を廃止し、又は休止しようとするとき

は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。 

 

第三十六条～第四十九条（省略） 

  



４ 児童福祉法施行規則 

昭和 23年厚生省令第 11号   

 

第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 

 

第三十六条の三十の七～第三十六条の三十五（省略） 

 

（家庭的保育事業等の認可申請） 

第三十六条の三十六 法第三十四条の十五第二項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲

げる事項を具し、これを市町村長に申請しなければならない。 

一 名称、種類及び位置 

二 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面 

三 事業の運営についての重要事項に関する規程 

四 経営の責任者及び福祉の実務に当たる幹部職員の氏名及び経歴 

五 収支予算書 

六 事業開始の予定年月日 

２ 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。 

一 家庭的保育事業等を行う者の履歴及び資産状況を明らかにする書類 

二 家庭的保育事業等を行おうとする者が法人である場合にあっては、その法人格を有する

ことを証する書類 

三 法人又は団体においては定款、寄附行為その他の規約 

３ 法第三十四条の十五第二項の認可を受けた者は、第一項第一号又は前項第二号に掲げる事

項に変更があつたときは、変更のあつた日から起算して一月以内に、市町村長に届け出なけ

ればならない。 

４ 法第三十四条の十五第二項の認可を受けた者は、第一項第二号若しくは第三号に掲げる事

項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、市町

村長にあらかじめ届け出なければならない。 

 

第三十六条の三十六の二～第三十六条の三十六の五（省略） 

 

（家庭的保育事業等の休廃止の承認） 

第三十六条の三十七 法第三十四条の十五第七項の規定により、家庭的保育事業等を廃止又は

休止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を具し、市町村長の承認を受けなければな

らない。 

一 廃止又は休止の理由 

二 現に保育を受けている児童に対する措置 



三 廃止しようとする者にあっては廃止の期日及び財産の処分 

四 休止しようとする者にあっては休止の予定期間 

２ 前項の承認の申請を受けた市町村長は、必要な条件を付して承認を与えることができる。 

 

第三十六条の三十八～第三十六条の四十七（省略） 

 

（児童福祉施設の設置の認可申請） 

第三十七条 法第三十五条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 名称、種類及び位置 

二 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面 

三 運営の方法（保育所にあっては事業の運営についての重要事項に関する規程） 

三の二 経営の責任者及び福祉の実務に当る幹部職員の氏名及び経歴 

四 収支予算書 

五 事業開始の予定年月日 

２ 法第三十五条第四項の認可を受けようとする者は、前項各号に掲げる事項を具し、これを

都道府県知事に申請しなければならない。 

３ 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。 

一 設置する者の履歴及び資産状況を明らかにする書類 

二 保育所を設置しようとする者が法人である場合にあっては、その法人格を有することを

証する書類 

三 法人又は団体においては定款、寄附行為その他の規約 

４ 法第三十五条第三項の届出を行った市町村は、第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項

又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、あらか

じめ、都道府県知事に届け出なければならない。 

５ 法第三十五条第三項の届出を行った市町村又は同条第四項の認可を受けた者は、第一項第

一号又は第三項第二号に掲げる事項に変更があつたときは、変更のあつた日から起算して一

月以内に、都道府県知事に届け出なければならない。 

６ 法第三十五条第四項の認可を受けた者は、第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は

経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、都道府県知

事にあらかじめ届け出なければならない。 

 

第三十七条の二～第三十七条の五（省略） 

 

（児童福祉施設の休廃止の承認） 

第三十八条 法第三十五条第十一項に規定する命令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 廃止又は休止の理由 



二 入所させている者の処置 

三 廃止しようとする者にあっては廃止の期日及び財産の処分 

四 休止しようとする者にあっては休止の予定期間 

２ 法第三十五条第十二項の規定により、児童福祉施設を廃止又は休止しようとするときは、

前項各号に掲げる事項を具し、都道府県知事の承認を受けなければならない。 

３ 前項の承認の申請を受けた都道府県知事は、必要な条件を附して承認を与えることができ

る。 

 

第三十八条の二～第四十一条（省略） 

  



５ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 

 

平成 18年 6月 15日号外法律第 77号   

 

第二章 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園に関する認定手続等 

 

第三条（省略） 

 

（認定の申請） 

第四条 前条第一項又は第三項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請

書に、その申請に係る施設が同条第一項又は第三項の条例で定める要件に適合していること

を証する書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

二 施設の名称及び所在地 

三 保育を必要とする子どもに係る利用定員（満三歳未満の者に係る利用定員及び満三歳以

上の者に係る利用定員に区分するものとする。） 

四 保育を必要とする子ども以外の子どもに係る利用定員（満三歳未満の者に係る利用定員

及び満三歳以上の者に係る利用定員に区分するものとする。） 

五 その他主務省令で定める事項 

２ 前条第三項の認定に係る前項の申請については、連携施設を構成する幼稚園の設置者と保

育機能施設の設置者とが異なる場合には、これらの者が共同して行わなければならない。 

 

第五条～第八条（省略） 

 

第三章 幼保連携型認定こども園 

 

第九条～第十六条（省略） 

 

（設置等の認可） 

第十七条 国及び地方公共団体以外の者は、幼保連携型認定こども園を設置しようとするとき、

又はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止等を行おうとするときは、都道府県知事

（指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該指定都市等の長。

次項、第三項、第六項及び第七項並びに次条第一項において同じ。）の認可を受けなければ

ならない。 

 

第二項～第七項（省略） 



 

第十八条～第二十七条（省略） 

 

第四章 認定こども園に関する情報の提供等 

 

第二十八条（省略） 

 

（変更の届出） 

第二十九条 認定こども園の設置者（都道府県及び指定都市等を除く。次条において同じ。）

は、第四条第一項各号に掲げる事項及び教育保育概要として前条の規定により周知された事

項の変更（主務省令で定める軽微な変更を除く。）をしようとするときは、あらかじめ、そ

の旨を都道府県知事（当該認定こども園が指定都市等所在施設である場合にあっては当該指

定都市等の長。次条第一項及び第三項において同じ。）に届け出なければならない。  

２ 指定都市等の長は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに、都道府県知事に、

当該届出に係る書類の写しを送付しなければならない。 

３ 指定都市等の長は、当該指定都市等が設置する認定こども園について第一 項に規定する

変更を行ったときは、当該変更に係る事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければ

ならない。 

４ 都道府県知事は、第一項の規定による届出があったとき、第二項の規定による書類の写し

の送付を受けたとき、又は前項の規定による書類の提出を受けたときは、前条に規定する方

法により、同条に規定する者に対し、第一項 に規定する変更に係る事項についてその周知

を図るものとする。都道府県が設置する認定こども園について同項に規定する変更を行う場

合も、同様とする。 

 

第三十条～第三十一条（省略） 

  



６ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 

 

平成 26年内閣府、文部科学省、厚生労働省令第２号   

 

第一条～第十四条（省略） 

 

（法第四条第一項第五号の主務省令で定める事項） 

第八条 法第四条第一項第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一 認定を受ける施設について幼稚園、保育所又は保育機能施設の別 

二 認定こども園の名称 

三 認定こども園の長（認定こども園の事業を管理する者をいう。）となるべき者の氏名 

四 教育又は保育の目標及び主な内容 

五 第二条各号に掲げる事業のうち認定こども園が実施するもの 

 

（幼保連携型認定こども園の設置の認可の申請又は届出等） 

第十五条 幼保連携型認定こども園の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申

請書又は届出書に、次に掲げる事項を記載した書類及び法第十三条第一項の条例で定める要

件に適合していることを証する書類を添えてしなければならない。 

一 目的 

二 名称 

三 所在地 

四 園地、園舎その他設備の規模及び構造並びにその図面 

五 幼保連携型認定こども園の運営に関する規程（第三項及び次条において「園則」という。） 

六 経費の見積り及び維持方法 

七 開設の時期 

２ 法第十六条の届出を行った市町村（市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公

立大学法人を含む。以下この項において同じ。）又は法第十七条第一項の認可を受けた者は、

前項各号に掲げる事項（市町村にあっては第一号及び第六号に掲げる事項を除く。）を変更

しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事（指定都市等の区域内に所在する幼保連携

型認定こども園については、当該指定都市等の長）に届け出なければならない。 

３ 前項の規定による園則の変更は、次条に掲げる事項に係る園則の変更とする。 

 

第十六条（省略） 

 

（幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の認可の申請又は届出） 

第十七条 幼保連携型認定こども園の廃止又は休止についての認可の申請又は届出は、それぞ



れ認可申請書又は届出書に、次に掲げる事項（休止についての認可の申請又は届出の場合に

あっては第四号に掲げる事項を除く。）を記載した書類を添えてしなければならない。 

一 廃止又は休止の理由 

二 園児の処置方法 

三 廃止の期日又は休止の予定期間 

四 財産の処分 

 

（幼保連携型認定こども園の設置者の変更の認可の申請又は届出） 

第十八条 幼保連携型認定こども園の設置者の変更についての認可の申請又は届出は、それぞ

れ認可申請書又は届出書に、当該設置者の変更に関係する者が連署して、変更前及び変更後

の第十五条第一項第一号から第六号までに掲げる事項並びに変更の理由及び時期を記載し

た書類を添えてしなければならない。ただし、新たに設置者となろうとする者が成立前の地

方公共団体である場合においては、当該成立前の地方公共団体の連署を要しない。 

 

第十九条～第三十一条（省略） 

 

（法第二十九条第一項の主務省令で定める軽微な変更） 

第二十八条 法第二十九条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 

１ 法第四条第一項第三号に規定する保育を必要とする子どもに係る利用定員又は同項第四

号に規定する保育を必要とする子ども以外の子どもに係る利用定員の変更のうち都道府県

知事が定める数を超えない範囲内で行われるもの（幼保連携型認定こども園の利用定員、幼

稚園の収容定員又は保育所等の入所定員の変更を伴うものを除く。） 

２ 法第二十八条に規定する教育保育概要として同条の規定により周知された事項の変更の

うち都道府県知事が定めるもの。 


